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人と地域で支え、助け合う、 
地域共生のまちづくり 

第４期安来市地域福祉計画 
・地域福祉活動計画 
 

 

１．計画策定の趣旨 
近年、超少子高齢化や核家族化、地域の関係の希薄化等により、孤独・孤立の問題、虐待問題、8050 問

題やヤングケアラー、ダブルケアなど、複雑化・複合化した課題が多くみられるようになっており、これまでの

公的サービスに限った対応では解決が困難な状況が出てきています。 

このたび策定する「第４期安来市地域福祉計画・地域福祉計画活動計画」とは、複雑化・複合化する課題に

対応し、国や県の動きとの整合を図りながら、誰もが地域の中で自分らしく生きていく社会を意味する「地

域共生社会」の実現を目指して、更なる地域福祉の推進を図るものです。 

２．「地域福祉」とは 
地域社会全体で住民の福祉を支える仕組みのことを言います。  

地域における様々な課題について、行政の福祉サービスだけでなく、住民やボランティア、各種団体、

社会福祉協議会などが協力して解決していくことにより、誰もが安心して暮らしていける地域社会をつ

くっていきます。 

３．計画の期間 
本計画の計画期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。今後、本計画の計画期間中

に、関連法の改正や社会情勢の変化等が生じたときは、必要応じて計画内容の見直しを行います。 

 

４．基本理念（スローガン） 
 

 

 

 

 

住民主体の活動によって、地域課題の解決力を高めていく地域づくりと、公的サービスの総合的な提供

の体制づくりの重要性を踏まえて、支援を必要とするすべての人々を対象とした地域包括ケアの進化を

目指します。 

また、市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分の役割と生きがいを持って、地域福祉活動に参加

し、愛着のある地域で、共に生き、助け合いができる環境を支援します。  
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５．基本目標と取り組み 

基本目標１ 人と地域を支える体制を目指す 

地域活動を促進し、地域の支え合いの基盤を整備するため、担い手の養成やボラ 

ンティア参加促進、福祉教育の充実などにより活動の参加意欲の醸成を図ります。また、住民同士がつ

ながりあい支えあう体制づくり、地域の居場所づくりや生きがいづくりについて取組を進めます。 
 

１．地域福祉活動の促進  
◆主な取り組み◆ 

★自治会の加入促進 

★ボランティアの支援 

★青少年の健全育成 

★大阪健康福祉短期大学 安来キャンパスとの連携 
 

２．地域での居場所づくりの推進 
◆主な取り組み◆ 

★地域の居場所づくりの推進 

★子どもの体験・交流活動の推進 

★高齢者と子どもの世代間交流 

★地域活動支援センターの機能強化 
 

３．自死を防ぐ社会づくり 
◆主な取り組み◆ 

★女性や子どもの自死対策の強化 

★自死対策を支える人材の育成 

★相談窓口の周知 

★市民への啓発と周知 
 

４．地域福祉活動の啓発 
◆主な取り組み◆ 

★学校と連携した、ふるさと教育、福祉教育 

★福祉や人権に関する研修会の実施 

★人材発掘 ・ 地域福祉活動への参加促進 

★地域福祉活動やボランティア活動に関する講座や研修の実施 
 

５．福祉関係に従事する人材の確保 
◆主な取り組み◆ 

★島根県福祉人材センター等との連携 

★短期学校によるスキルアップ講座 

★保育人材の確保 

★福祉人材の確保 

 

基本目標２ 総合的な相談支援を推進する 

虐待やＤＶなどの生活課題や福祉ニーズに対応するため、権利擁護の取組の充実に努めるとともに、

関係団体と連携・協働し、利用者が安心してサービスを利用できる環境整備を行います。また、包括的

な相談支援体制の整備と分野横断的な支援に取り組むとともに、支援を必要とする人に対して積極的

に働きかけるアウトリーチの支援に努めます。 
 

１．地域包括支援センターの機能強化 
◆主な取り組み◆ 

★総合相談業務の推進 

★多職種連携の体制整備 

★地域ケア会議の充実 
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２．成年後見制度と権利擁護の充実（成年後見制度利用促進基本計画） 
◆主な取り組み◆ 

★中核機関の設置 

★成年後見制度の周知・啓発 

★市民後見人等の権利擁護人材の養成 

★成年後見制度の利用支援 
 

３．虐待やＤＶから守るための支援 
◆主な取り組み◆ 

★高齢者虐待防止ネットワーク ★要保護児童対策協議会・子ども家庭総合支援拠点 
 

４．重層的支援体制の整備（重層的支援体制整備事業実施計画） 
◆主な取り組み◆ 

★断らない相談窓口の実現 

★多機関協働事業の推進 

★アウトリーチ等を通じた継続的支援の実施 

★参加支援の取組 

 

基本目標３ 安心して住み続けられるまちづくりを目指す 

誰もが安心安全に暮らし続けることができるまちづくりを目指し、生活住環境の整備、確保に努める

とともに、地域の中で防災・防犯体制を構築します。また、災害時の避難に不安のある人も、日ごろか

ら安心して地域の中で生活できる体制づくりに取り組みます。 
 

１．災害に備えた支え合い体制の構築 
◆主な取り組み◆ 

★防災対策の普及促進 

★防災訓練の充実 

★自主防災組織の結成促進 

★災害ボランティア等の体制整備 
 

２．防犯・見守り活動 
◆主な取り組み◆ 

★地域での子どもの見守り体制 

★ネット社会への対応 

★日常生活における安来市民見守りに関する協定 

★民生委員・児童委員と地域の見守り活動の連携促進 
 

３．福祉環境の整備 
◆主な取り組み◆ 

★公共施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

★合理的配慮の提供 

★優先調達の推進 

★高齢者生活支援介護ボランティアの促進 
 

４．生活支援事業の充実 
◆主な取り組み◆ 

★生活支援体制の推進 

★住まいの確保支援 

★交通手段の確保 

★ＡＣＰの普及啓発 
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基本目標４ 地域の福祉課題に取り組む 

各分野の計画の中から、基本理念と基本目標に関する、各福祉分野の施策の方向性を示しています。

複合的な課題への対応が求められるなかで、分野横断的な支援を行うための多機関協働の体制づくり

にも取り組みます。 
 

１．介護予防・認知症対策 
◆主な取り組み◆ 

★高齢者を支援する地域活動の促進 ★認知症施策の推進 
 

２．子育て支援 
◆主な取り組み◆ 

★保育サービスの充実 

★放課後児童クラブ 

★こども家庭センター 

★子育て支援センター 
 

３．障がい者福祉 
◆主な取り組み◆ 

★相談支援体制の強化 

★障害福祉サービスなどの充実 

★障がい者の職業的自立の推進 

★障がい及び障がい者への理解・啓発の促進 
 

４．生活困窮者支援 
◆主な取り組み◆ 

★生活福祉に関する相談 ★子どもの貧困対策 
 
５．様々な課題を抱える人への支援 
◆主な取り組み◆ 

★ヤングケアラーへの支援の充実 

★ひきこもりなどへの支援の充実 

★外国人への支援の充実 

 
６．高齢者と生きがい対策 
◆主な取り組み◆ 

★高齢者クラブ活動 

★シルバー人材センター 

★住民主体の通いの場の充実  

 

７．健康づくりと食育の推進 
◆主な取り組み◆ 

★各種健診（検診）の推進 

★健康づくりの推進 

★安来市健康推進会議 

★住民主体の地域活動の推進 
 

８．再犯防止施策の推進（再犯防止推進計画） 
◆主な取り組み◆ 

★更生保護ボランティアの確保と活動を支援 

★更生保護に関する広報・啓発活動 

★就労、住居等の支援 
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